
法之脇地区防災集団移転促進事業説明会
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日時：平成２５年６月２４日（月）午後6時30分～
会場：荷竹自治会館

■ 本日の説明会について

１ 開会

２ あいさつ

３ 出席者紹介

４ 情報提供

(1)｢個人債務者の私的整理に関するガイドライン｣について

(2) 質疑応答

５ 説明

(1)移転促進区域での土地の買い取りについて

(2)防災集団移転促進事業の住宅団地計画について

６ 質疑応答

７ 閉会
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【土地の買い取りの対象】

市が定めた移転促進区域内で、震災時に居住の用

に供していた土地が買い取りの対象です。

住んでいた人が、土地所有者以外の場合でも、買

い取りの対象になります。

移転促進区域での土地の買い取りについて
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法之脇 移転促進区域位置図

移転促進区域
津軽石

法之脇

赤前

稲荷橋

宮古湾



◇「居住の用」の範囲

居宅に介在する土地（※）が対象になります。

※居宅に介在する土地とは

居宅の他に、居宅と隣接して使用していた居宅以外の土地（庭、

駐車場、小規模な田畑等）を含む土地を指します。

畑
居宅に介在する土地
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◇ 買い取りの条件

①市が実施する不動産鑑定評価額での買い取りに同意できること。

②震災時に、居住の用に供していたこと。また、それを示すことがで
きること。

③抵当権が設定されている場合、平成25年12月(契約期限)までに
抵当権を抹消できること。 または、金融機関等の抹消承諾が得
られること。

※抵当権の抹消登記は買い取り対象者が行います。

④抵当権以外の所有権を制限する権利の設定がないこと（地上権・
賃借権など）。 または、平成25年12月(契約期限)までに権利の
抹消登記が完了していること。

※権利の抹消登記は、買い取り対象者が行います。

【買い取りの条件等について】
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⑤共有の場合には、書面による共有者全員の同意があること。

⑥登記名義人がお亡くなりの場合、平成25年12月(契約期限)まで

に買い取り対象者が相続登記を完了していること。

完了しない場合は、相続人全員と法定持分での契約とするか、

または遺産分割協議書が必要になります。

⑦土地の一部を買い取りの対象とする場合には、平成25年12月

（契約期限）までに買い取り対象者での分筆登記が完了している

こと。

⑧境界が確定していない土地については、買い取りすることが出来

ません。
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・買い取りする土地が国土調査済の場合は、立会による

境界確認を省略し、図上での確認とします。
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【土地の境界の確定について】



【土地の買い取り申出書及び記入方法について】
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7月下旬に受付会を行います。その案内に以下の「土地の買い取り申出書」
を同封します。

法之脇地区防災集団移転促進事業による土地の買い取りを希望するので、下記のとおり申し出ます。
なお、申出に際しては、市から通知される契約予定額による買い取り契約及び実測面積での買い取り契約の締結に同意します。
また、買い取り申出にあたっては、他の共有者若しくは相続人等の関係者の意思を確認し、私が代表して行った申し出であることを宣誓します。

実 測
面 積
(㎡)

10

法之脇地区防災集団移転促進事業による土地の買い取りを希望するので、下記のとおり申し出ます。
なお、申出に際しては、市から通知される契約予定額による買い取り契約及び実測面積での買い取り契約の締結に同意します。
また、買い取り申出にあたっては、他の共有者若しくは相続人等の関係者の意思を確認し、私が代表して行った申し出であることを宣誓します。

実 測
面 積
(㎡)



６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

法之脇地区防災集団移転促進
事業説明会

6/24

受付会・相談会のご案内
上旬

受付会（買い取り申出書の受付）
相談会（相続・抵当権の相談） 下旬

契約会（契約締結）
下旬

所有権移転登記
土地代金の支払い

平成２５年 平成２６年

【今後の予定(土地の買い取り)】

11

平成２５年１２月末日

契約期限

防災集団移転促進事業の住宅団地計画について
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津軽石団地

（12区画）

津軽石小学校

JR津軽石駅

法之脇

赤前

稲荷橋

津軽石郵便局

法之脇地区



■住宅団地 津軽石地区
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○住宅団地規模

・画 地 数：１２区画

・１区画の大きさ：約100坪

○道路計画

・団 地 内 道 路 幅 員：６ｍ

・道 路 勾 配 ：２％以下

Ａ

Ｂ

道路勾配 ２％以下

【造成計画】イメージ

【今後のスケジュール】

Ａ Ｂ

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 4～6月 7～9月 10-12月 1～3月 4～6月 7～9月 10-12月 1～3月

※住宅建設は、居住される方が建設します。

法の脇地区

平成２５年度 平成２６年度 平成２7年度

用地
取得

入札・
契約期間

造成工事

宅地分譲 住宅建設

移転費補助

団地内道路

住宅団地
津軽石地区
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土地利用計画図
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雨水排水計画図
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汚水排水計画図
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給水計画平面図

18

公園計画平面図

植栽

植栽

植栽



【地盤改良の考え方について】
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・ボーリング調査の結果、本地区は軟弱な地層がみられたため、

「宅地防災マニュアル」(編集：宅地防災研究会)等の基準に基づ

き宅地および擁壁の下などの必要な箇所に地盤改良を行います。

地盤改良の概要

（宅地）（宅地）
（道路）

表土：0.5ｍ程度

改良層：1.5ｍ程度

【地盤改良の考え方について】
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